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番号 質問事項 回  答 

１ ・ 対象の生徒は約３０名と聞き及んで 
おりますが，対象生徒については，誰 
がどのように募集・決定するのでしょ 
うか？また，対象生徒の個別情報はい
つまでに選定事業者へ伝えられるの
でしょうか？ 

 事業実施にあたり，対象となる生徒の募集
および決定につきましては当市で実施しま
す。 
 運営者が参加希望の相談等を受けた場合に
は，市を経由して申し込み等を行うことを説
明し，了解を得た上で，市に情報提供し，市が
参加の可否を決定します。 
 参加者の個別の情報に関しては，当市で参
加を認めた場合，速やかに事業者へ提供し，事
業の円滑な運営に努めます。 

２ ・ 所要経費の中で購入する備品等につ 
いて，１個あたりの上限単価は設定さ
れているでしょうか？ 

 
 

 当該事業につきましては，生活困窮者自立
支援法第６条第４号に基づく事業であり，国
の定める協議方針等におきまして，備品購入
費は単価３０万円以上のものを除き対象とし
ております。 

３ ・ 子どもの養育に必要な知識，進学に 
 必要な公的支援の情報提供以外のこ
とで，生徒の保護者に直接的な支援を
しなければならない場面は何か想定
されていますか？ 

 当該プロポーザルの評価基準中の， 
１ 総合的な企画力（具体性）について  
 ・個々の支援対象者の状況に応じた効果的    
  な支援を実施できるか。（具体的な支援の

方法）の内容になりますので，提案を行っ
てください。 

 


